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第１ 調査事項 

地域おこし協力隊について 

 

第２ 調査の趣旨・目的 

総務省の地域活性化策の一つである「地域おこし協力隊」制度について、本町では平成

２６年度から募集を開始、平成２７年度に３名の採用をして以来、現在までに１６名が隊

員として活躍している。 

この度の所管事務調査では「地域おこし協力隊について」と題し、本町の実績および課

題等について調査を行った。 

 

第３ 調査対象 

調査の対象は、地域戦略課とする。 

 

第４ 調査期間 

令和７年５月１３日から令和７年８月１日まで 

 

第５ 調査の経過 

 

№ 月日 主な調査内容 

１ 5/13 総務文教常任委任委員会 

○調査項目、調査内容、調査時期等を協議決定 

２ 6/30 所管事務調査 

○場所  

委員会室 

○説明員  

地域戦略課 小野寺課長・坂井主幹・増田係長 

○調査事項  

 地域おこし協力隊制度の概要について 

 本町の募集、業務内容について 

協力隊への支援について 

退任後の動向について 

３ 6/30 総務文教常任委任委員会 

○所管事務調査について、意見集約 

４ 8/1 総務文教常任委任委員会 

○所管事務調査について、報告書の内容等協議 
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第６ 地域おこし協力隊について 

〇制度の概要について 

 総務省が推進する制度で、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、

生活の拠点を移した者を、地方公共団体が「地域おこし協力隊員」として委嘱。隊員は一

定期間、地域に居住して、地域ブランドや地場産品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこしの

支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援などの「地域協力活動」を行いながら、そ

の地域への定住・定着を図る取組。 

 士幌町は、過疎地域でないことから「三大都市圏外 都市地域」に当たり、特別交付税

措置を受けられる転出地が限られ、道内だと札幌市のみである。 

 ・実施主体～   地方公共団体 

 ・活動期間～   概ね１年以上３年以下 

 ・地方財政措置～ 特別交付税措置 

          隊員募集等に要する経費：３５０万円／団体を上限 

          隊員の活動に要する経費：５５０万円／人を上限 

(報償費等 ３５０万円 

その他活動経費 ２００万円) 

 ・導入の効果～ 

  地域おこし協力隊：自身の才能・能力を活かした活動。 

理想とする暮らしや生き甲斐発見 

  地域：      斬新な視点（ヨソモノ、ワカモノ） 

           協力隊員の熱意と行動力が、地域に大きな刺激を与える 

  地方公共団体：  行政ではできなかった柔軟な地域おこし策 

           住民が増えることによる地域の活性化 

 

〇本町の募集、業務内容について 

 毎年度、各課に対して翌年度当初採用分の要望調査を実施し、理事者協議の上、公募を

行っている。 

 現在は、十勝管内全体で隊員任用数が募集人数を下回っており、振興局として広域への

ＰＲを予定している。 

・募集先～ 町ホームページ、ハローワーク、ＪＯＩＮ
ジ ョ イ ン

（ふるさと回帰・移住交流推進

機構）、ほっかいどう地域おこし協力隊（北海道庁） 

・採用～  書類選考の上、面接（対面またはオンライン） 
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・現在までの募集業務内容 

募集 

年度 

採用 

年度 

業務内容 募集 

人数 

申込 

人数 

採用 

人数 

Ｈ２６ Ｈ２７ 温泉ホテル等の管理運営業務への従事 

道の駅レストラン業務及び道の駅活性化業務への従事 

移住、定住業務及び情報発信業務への従事 

地域づくりに関する業務 

３ １ ０ 

Ｈ２７ Ｈ２７ 特産品開発・販売支援員 

観光業務支援員 

移住交流・情報発信支援員 

３ ８ ３ 

 

Ｈ２８ Ｈ２８ 食品の品質管理・新商品開発 

地域のＰＲと情報通信 

地域商品の販売促進 

３ ６ ３ 

Ｈ３０ Ｈ３１ 食品加工・食育コーディネーター 

国際協力・人材育成コーディネーター 

温泉を活用した健康増進プロジェクト 

士幌町コンシェルジュ活動協力隊員 

農業インターンシップ・体験プロジェクト活動協力隊員 

障がい者福祉推進協力隊員 

外国語教育推進協力隊員 

９ ６ ３ 

Ｒ１ Ｒ２ 農業ビジネス推進、(株)Cheers 管理運営支援 １ １ ０ 

Ｒ２ Ｒ２ 地域資源の活用促進支援員 １ １ １ 

Ｒ２ Ｒ３ 士幌町観光協会事業支援員 

士幌町特産品創出事業支援員 

障がい者福祉推進協力隊員 

５ ３ ２ 

Ｒ３ Ｒ３ 北海道士幌高等学校食品製造等実習助手 

士幌町特産品創出事業支援員 

２ ２ ０ 

Ｒ３ Ｒ４ ふるさと納税推進協力員 

北海道士幌高等学校食品製造等実習助手 

２ １ １ 

Ｒ４ Ｒ５ 特色ある保育推進員 

子ども・子育て支援員 

キャンプ場開設・運営推進協力員 

４ ０ ０ 

Ｒ５ Ｒ５ 障がい者福祉推進協力員 

まちづくり推進員 

２ １ １ 
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Ｒ５ Ｒ６ 障がい者福祉推進協力員 １ ０ ０ 

Ｒ６ Ｒ６ 観光資源活用事業支援員 １ １ １ 

Ｒ６ Ｒ７ 有害鳥獣対策協力隊員 

ふるさと納税推進協力員 

２ １ １ 

合計   ３９ ３２ １６ 

 

〇協力隊への支援について 

 家賃補助：本人が居住する住宅の家賃を月上限６万円補助 

 起業支援：町内で起業又は事業継承する場合、上限１００万円補助 

 赴任旅費：新規採用の移転に係る旅費について、一部を支給 

 相談体制：必要に応じて、地域戦略課まちづくり推進係が面談 

〇退任後の動向について 

 ・既に退任した隊員       １３人 

 ・退任後、士幌町に定住した隊員  ７人 

 ・退任後、起業した隊員      ２名 

  ふるさと納税業務、移住関連業務（町内で起業、起業支援金活用） 

  個人事業主としてフリーで活動（町外） 

 

第７ 所  感 

「地域おこし協力隊」制度について、本町においては平成２６年度に初めての募集、平

成２７年度に３名の協力隊員を採用して以来、現在までに１６名の隊員が活動している。

任期終了後に定住や起業も期待されるが、本町では７名定住、１名が起業しており高い定

住率となっている。 

募集は町ホームページやＪＯＩＮ
ジ ョ イ ン

（ふるさと回帰・移住交流推進機構）を通じて行い、

採用については書類選考・面接によって、士幌町で働く意欲やそれまでの職種等経歴につ

いても慎重に判断しながら行われている。現在は、十勝管内全体で隊員の任用数が募集人

数を下回っている状況にあり、総合振興局として広域にＰＲする予定があることから、効

果を見守りたい。 

本町では、各課からの要望を集約し募集を行っているが、所属課に偏りの見られる採用

もある。他自治体の成功例に対する研究や、町民の意見・要望についての確認を進めるこ

とで、政策に対してより効果のある採用を行っていただきたい。また、本町の高い定住率

や活動事例を募集要項に掲載することで、申込者の関心を高める効果か期待できるため、

実施について検討が必要である。 
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 町内外に向けての活動の様子は、通信の発行やフェイスブック等を通して行われている

が、町民との交流・意見交換・活動報告会などの機会が更に増えることを望む。一方で、

協力隊員への誤った認識や過度の期待等にも十分な配慮が必要であり、今まで以上に町民

に広く理解される「地域おこし協力隊」制度活用を心掛けていただきたい。 

 今後も、多様な意見や肌感覚を持った「新しい風」である隊員の皆さんの活躍に、大いに

期待したい。 


